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甕調見の仕入税額控除の方式は

適格請求書等保存方式に

傾謗国 税 庁
この社会あなたの税がいきている

(令和 2年 6月 )

の概要

の

一理解のために



○ その課税期間※1の基準期間※2の課税売上高が 1,000万円を超える
事業者は消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必

要があります (「課税事業者」といいます。)。

※1 原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度 ※2 原則として、個人事業者は前々 年、法人は前々 事業年度

○ 基準期間の課税売上高が 1,000万円以下の事業者は、原則として
消費税の納税義務が免除され、消費税の申告を行う必要はありません

(「免税事業者」といいます。)。

○ 免税事業者でも、課税事業者となることを選択することができます。

言羊しくは…

消費税の一般的な事柄及び手続

については、

「消費税のあらまし」

(国税庁 HP)等をこ覧ください。

消費税の基本的な仕組み
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> 商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される
税です。

> 最終的に商品等を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担し、事業
者が納付します。

消費税の負担と納付の流れ
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生産・製造業者

売上げ  50,000
消費税① 5,000

納付税額・A
①=5,000

▼

卸売業者

フロ_Lげ   70,000
消費税② 7,000

仕入れ 50,000
消費税C)5,000

納付税額・B
②―①=2,∞Q

申告 。納付

売_Lげ  100,000

'肖'電

'1党③ 10,000

仕入れ  70,000
消費税② 7,000

納付税額 。C
③~②=■2∞⊇

▼

申告・納付

消費者

IIコ
ー→支払総額 110,000

消費者が負担した消費税

10」⊇100

各事業者が個別に

納付した消費税

A+B+Cの合計

消費税と地方消費税を合わ

せた税率 (10%)で計算し
ています。(単位 :円 )

▼

申告 納付

> 税率は、
標準税率10%
軽減税率 8%
の複数税率です。

標準税率      軽減税率

7.8%)        6,241%〕
2.2%〕          1.7696

(,肖費税額の 22/78)('肖費税額の 22/78)

1096           896

※ 令和元年 10月 1日～

消費税率

地方消費税率

合計

⇒ 軽減税率制度については P3
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課税事業者と免税事業者

_ヽ
:  ヽ
:  /~/

用語



消費税額の計算方法等

> 課税売上げに係る消費税額か
ら、課税仕入れ等に係る消費

税額を差し引いて (「仕入税額

控除」といいます。)計算しま
す※。

計算方法

○ 仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の
要件を満たすことが必要です。

※ 基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の事業者は、課
税売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」
を選択できます (事前に届出書の提出が必要です。)。
[参考]納付税額は、国税の消費税額と、その消費税額から計
算した地方消費税額を合計した金額です。

消費税額

仕入税額控除の要件

課税売上げに

係る消費税額※
(売上税額)

※ 消費税額は、税率ことに
区分して計算する必要があ

ります。[ 〕

～令和 5年 9月

【区分記載請求書等保存方式】

仕入税額控除

令和 5年 10月～

【適格請求書等保存方式】

(いわゆるインボイス制度)

一定の事項が記載された

帳簿の保存

請求書等
区分記載請求書等
の保存

適格請求書等保存方式が導入されると…

※ このパンフレットは、令和2年4月 1日現在成立している法律に基づいて作成しています。
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区分記載請求書等保存方式
と同様
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課税仕入れ等に

係る消費税額※
(仕入税額)

適格請求書 (いわゆるインポイス)等
の保存 す

が
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○ 請求書に記載すべき事項が変わります・・・ 00・ 0・ ・ 0000・ 0

適格請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます

登録を受けた事業者には、適格請求書を交付する義務が生じます

仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります

税額計算の方法が変わります 。・・・ 。・ 。・・ 。000000000

登録には、申請が必要です 。・ 0・ ・・ 00000000000・ 。・

詳しくは
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P9

国税庁では、「適格請求書等保存方式に関する Q&A」 (インボイスQ&A)を
公表しています。詳しくは、国税庁 HPをご覧ください。
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軽減税率は、以下の品目の譲渡を対象としています。

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

軽減税率対象

標準税率対象

ロ 日

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品 (酒類を除きます。)をいい、一定の要件を
満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれ

ません。
※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。
また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添
加物」が含まれます。

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関

する一般社会的事実を掲載する週 2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくも
のをいいます。

軽 減 税 率 の 対 象 品 目
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ケータリング等
●

(食品表示法に規定する食品)

‖

人の飲用又は食用に供されるもの

一体資産

「一体資産」とは、例えば紅茶とティーカップのセット商品のように、

一体となつている資産で、その一体となつている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

「一体資産」のうち、税抜価額が1万円以下であつて、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、
が軽減税率の対象となります (それ以外は全体が標準税率の対象となります。)。

全体

食品と食 あらかじめ

軽減税率制度に関するより詳しい情報は、国税庁 HP内の
特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をこ覧ください。

(リーフレットや Q&Aなどを掲載しています。)
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さらに

詳しく
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